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国　税／�8月分源泉所得税の納付� 9月10日
国　税／�7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 9月30日
国　税／�1月決算法人の中間申告� 9月30日
国　税／�10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 9月30日

9 2014（平成26年）

地方法人税　法人税を納める義務のある法人が、法人税額に4.4％の税率を乗じた額を納
める国税。消費税率引上げにより、地方団体間の税収格差が拡大することから、財政力
格差の縮小を目的に創設された税で、地方法人税収全額を地方交付税として、地方団体
に配分します。本年10月１日以後に開始する事業年度から適用されます。
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借
入
金
の
返
済
負
担
等
財
務
上
の

問
題
を
抱
え
て
お
り
、
金
融
支
援
が

必
要
な
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

の
多
く
は
、
自
ら
経
営
改
善
計
画
等

を
策
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
を
対
象
と
し
て
、
中
小
企
業
経

営
力
強
化
支
援
法
に
基
づ
き
認
定
さ

れ
た
経
営
革
新
等
支
援
機
関
（
税
理

士
、
会
計
士
等
、
国
が
認
め
る
専
門

家
。
以
下
「
認
定
支
援
機
関
」
と
い

い
ま
す
）
が
、
中
小
企
業
・
小
規
模

事
業
者
の
依
頼
を
受
け
て
経
営
改
善

計
画
な
ど
の
策
定
支
援
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

者
の
経
営
改
善
を
促
進
す
る
事
業
が

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
小
企
業
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
参
考
に
事
業
の
概
要
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

１　

経
営
改
善
費
用
等
を�

支
援
セ
ン
タ
ー
が
負
担

　
全
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る

中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
に
「
経

営
改
善
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
新
設
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
一
定
の

要
件
の
下
、
認
定
支
援
機
関
が
経
営

改
善
計
画
の
策
定
を
支
援
し
、
中
小

企
業
・
小
規
模
事
業
者
が
認
定
支
援

機
関
に
対
し
負
担
す
る
経
営
改
善
計

画
策
定
支
援
に
要
す
る
計
画
策
定
費

用
及
び
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
費
用
の
総

額
に
つ
い
て
、
経
営
改
善
支
援
セ
ン

タ
ー
が
三
分
の
二
（
上
限
二
〇
〇
万

円
）を
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
事
業
の
利
用
申
請
受
付
期
間

は
、
平
成
二
十
六
年
度
末
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
六
年
度
末

ま
で
に
利
用
申
請
を
受
け
た
案
件
に

つ
い
て
は
、
経
営
改
善
計
画
策
定
支

援
に
係
る
費
用
、
計
画
策
定
後
三
年

間
の
定
期
的
な
計
画
進
捗
状
況
の
確

認
・
金
融
機
関
等
へ
の
報
告
の
実
施

の
費
用
に
つ
い
て
も
、
こ
の
事
業
に

お
け
る
費
用
負
担
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　
金
融
機
関
へ
の
返
済
条
件
等
を
変

更
し
資
金
繰
り
を
安
定
さ
せ
な
が
ら
、

①
売
上
を
増
加
さ
せ
た
い
、
②
人
件

費
以
外
で
コ
ス
ト
を
削
減
し
た
い
、

③
黒
字
体
質
の
企
業
に
転
換
さ
せ
た

い
、
④
業
績
悪
化
の
根
本
的
な
課
題

を
見
つ
け
た
い
、
⑤
従
業
員
に
会
社

の
方
向
性
を
示
し
た
い
、
⑥
計
画
策

定
後
も
継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

を
頼
み
た
い
、
と
い
う
方
は
利
用
を

検
討
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

２　

経
営
改
善
計
画
書
の
必
要
性
・

メ
リ
ッ
ト

　
金
融
機
関
か
ら
返
済
条
件
を
緩
和

し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
一
時
的
に
返

済
負
担
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

経
営
改
善
に
向
け
た
対
応
策
を
具
体

的
に
講
じ
な
い
限
り
、
な
か
な
か
業

況
は
好
転
せ
ず
、
借
入
金
の
返
済
が

進
ま
な
い
ほ
か
、
状
況
如
何
で
は
、

融
資
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、

資
金
繰
り
に
支
障
を
来
た
す
可
能
性

も
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
ら
な
い
た

め
に
も
、「
業
況
改
善
の
可
能
性
と

そ
の
実
現
施
策
」
に
つ
い
て
、
目
に

見
え
る
か
た
ち
で
対
外
的
に
説
明
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
説
明

資
料
と
し
て
、
経
営
改
善
計
画
書
の

必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
経
営
改
善
計
画
書
を
作
成
す
る
と
、

①
業
況
の
改
善
（
売
上
増
加
、
コ
ス

ト
削
減
）、②
金
融
支
援
の
更
改
（
返

済
条
件
の
緩
和
等
）、③
金
融
機
関
、

取
引
先
か
ら
の
信
頼
性
の
確
保
、
④

従
業
員
の
や
る
気
や
生
産
性
の
向

上
、な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

３　

Ｑ
＆
Ａ

⑴
　
支
援
を
受
け
る
た
め
の
条
件
は

あ
る
の
で
し
ょ
う
か

　
支
援
対
象
は
、
認
定
支
援
機
関
に

よ
る
経
営
改
善
計
画
策
定
支
援
事
業

に
関
す
る
手
引
き
に
、「
本
事
業
の

対
象
と
な
る
事
業
者
は
、
借
入
金
の

返
済
負
担
等
の
影
響
に
よ
る
財
務
上

の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
自
ら
経
営

改
善
計
画
等
を
策
定
す
る
こ
と
が
難

し
い
も
の
の
、
経
営
改
善
計
画
の
策

〜
専
門
家
と
一
緒
に
経
営
改
善
計
画
書
を
作
り
ま
し
ょ
う
〜

認
定
支
援
機
関
に
よ
る

　経
営
改
善
計
画
策
定
支
援
事
業

認
定
支
援
機
関
に
よ
る

　経
営
改
善
計
画
策
定
支
援
事
業

〜
専
門
家
と
一
緒
に
経
営
改
善
計
画
書
を
作
り
ま
し
ょ
う
〜
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定
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
金

融
機
関
か
ら
の
支
援
（
条
件
変
更
や

新
規
融
資
等
）
が
見
込
め
る
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
と
す
る
」
と
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
利
用
申
請
の
段
階
で
、
貸

付
条
件
を
変
更
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
金
融
機
関
か

ら
の
金
融
支
援
を
受
け
よ
う
と
す
る
、

あ
る
い
は
現
在
金
融
支
援
を
受
け
て

い
る
事
業
者
が
引
き
続
き
金
融
支
援

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
対
象
と

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
金
融
支

援
を
必
要
と
し
な
い
事
業
者
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

⑵
　
経
営
改
善
計
画
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か

　
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
俯
瞰
図
、
グ
ル

ー
プ
相
関
図
、
資
金
繰
実
績
表
、
経

営
改
善
計
画
に
関
す
る
具
体
的
施
策

及
び
実
施
時
期
、
実
施
計
画
（
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
）
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
計
画
（
原
則
三
年
程
度
）、
資
産

保
全
表
、
貸
借
対
照
表
・
損
益
計
算

書
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
等

の
計
数
計
画
（
金
融
支
援
（
条
件
変

更
・
新
規
融
資
等
）
含
む
）
等
の
内

容
を
原
則
と
し
て
含
む
も
の
と
な
り

ま
す
。

⑶
　
金
融
機
関
調
整
は
誰
が
行
う
の

で
し
ょ
う
か

　
原
則
と
し
て
、金
融
機
関
調
整
（
返

済
条
件
の
緩
和
等
の
金
融
機
関
間
の

調
整
）
は
、
事
業
者
が
認
定
支
援
機

関
の
支
援
を
受
け
て
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
バ
ン
ク
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

（
事
業
者
が
主
催
し
、
認
定
支
援
機

関
が
支
援
）
で
の
金
融
機
関
合
意
に

向
け
た
支
援
を
実
施
す
る
の
は
認
定

支
援
機
関
で
す
。

⑷
　
合
意
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い

　
こ
の
事
業
で
は
、
経
営
改
善
計
画

に
つ
い
て
金
融
機
関
か
ら
同
意
を
得

る
こ
と
が
支
払
要
件
の
一
つ
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
複
数
の
金
融
機
関
と

の
合
意
形
成
で
は
、
直
接
持
ち
回
り

で
同
意
を
得
る
以
外
の
手
法
と
し
て
、

①
バ
ン
ク
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
②
経
営

サ
ポ
ー
ト
会
議
（
各
県
毎
に
設
置
、

信
用
保
証
協
会
等
が
主
催
）、
③
中

小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
（
何
度
も

金
融
機
関
調
整
を
図
っ
て
も
金
融
機

関
か
ら
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
限
り
補
完
的
に
支
援
）
が

想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
債
権
者
数
や

金
融
支
援
の
内
容
等
、
主
要
金
融
機

関
と
相
談
の
上
で
適
切
な
方
法
を
選

ぶ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

利用申請から支払決定までの流れ（支援スキーム：中小企業庁）
1. 利用申請

・中小企業・小規模事業者は、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関と連名で、「経営改善支援センター事業利用申請書」
  を、中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターに提出する。
・認定支援機関に主要金融機関（メイン行又は準メイン行）が含まれない場合は、経営改善計画策定支援について協力することの
  確認書面を提出する。

２. 計画策定支援・合意形成

・認定支援機関は、中小企業・小規模事業者の経営改善計画書策定支援を実施する。

３. 支払申請及び支払決定

・中小企業・小規模事業者は、計画について金融機関との合意成立後、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用
  支払申請書」を経営改善支援センターに提出する。

４. モニタリング

・認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業・小規模事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに
  対し報告するとともに、「モニタリング費用支払申請書」を提出する。

・経営改善支援センターでは、モニタリング報告書及び支払申請書の内容を確認する。
  【添付書類】業務別請求明細書／中小企業・小規模事業者からの支払を示す領収書等
・経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、代表認定支援機関に通知し、モニタリング費
  用の３分の２（200万円）を上限として支出する。

・経営改善支援センターでは、経営改善計画及び支払申請書の内容を確認する。
  【添付書類】　業務別請求明細書／中小企業・小規模事業者からの支払を示す領収書等
・経営改善支援センターは、支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、代表認定支援機関に通知し、経営改善計画
  策定支援に係る費用（モニタリング費用含む）の３分の２（２００万円）を上限として支出する。

・経営改善支援センターにおいて申請書の内容を確認する。
  【添付書類】中小企業・小規模事業者の概要及び履歴事項全部証明書／業務別見積明細書等について確認の上、受け付ける。
・経営改善支援センター事業において費用負担することが適切と判断した場合は、その旨を代表認定支援機関に通知する。

中小企業・小規模事業者

経営改善支援センター

経営改善支援センター

経営改善支援センター

認定支援機関（主要金融機関・外部専門家等）

認定支援機関（主要金融機関・外部専門家等）

認定支援機関（主要金融機関・外部専門家等）

中小企業・小規模事業者 認定支援機関（主要金融機関・外部専門家等）
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　消費者物価指数とは、全国の世帯が購入
する家計に係る財及びサービスの価格等を
総合した物価の変動を時系列的に測定する
ものです。すなわち家計の消費構造を一定
のものに固定し、これに要する費用が物価
の変動によって、どう変化するかを指数値
で示したものです。これにより、同じ生活
水準を維持するためにかかる費用の増減が
わかります。つまり、物価が昔と比べてど
れだけ上下したのかを推し量る指針となり
ます。例えば、平成22年を100とした場

合、平成23年の指数が95だとすると、同
じ生活レベルを維持することにかかるお金
が５％減ったと読み取ることができます。
　このように消費者物価指数は国民の生活
水準を示す指標の一つで「経済の体温計」
とも呼ばれています。経済政策を推進する
上で重要な指標で、日本銀行が金融政策上
の判断材料としているほか、賃金、家賃や
公共料金改定の参考に使われるなど、官民
を問わず幅広く利用されています。
　本年５月30日に公表された総務省統計局
のデータは次のとおりです。消費税増税の
影響が現れているのでしょうか。今後も注
意深く数値を見ていく必要があるでしょう。

　昨年７月に発売されたセイコークロック
の防災置時計が、想定を約２割上回るペー
スで売れているとのことです。
　アナログ表示、大きな文字盤、暗闇でも
時間の経過がわかるように塗られた蓄光の
素材などが支持され、売上を伸ばしている
ようです。災害時は日常とは異なった生活
リズムを強いられ、時間の感覚が失われが
ちです。デジタルでもアナログでも時刻が
わかることには違いがありませんが、災害
時はアナログ表示の方がより安心感がある
のかもしれません。
　また、この時計はラジオやライトの機能
とともに手回し充電機能も備えており、コ
ンセントにつないでも乾電池でも動きます
が、それらがない場合でも動き、スマート
フォンへの充電にも対応しています。単に
非常用ラジオというだけではなく、本格的
な目覚まし時計としても実用的で、普段か
ら使えるので売れているのでしょう。

　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
で
は

「
多
年
に
わ
た
り
社
会
に
尽
く
し
て

き
た
老
人
を
敬
愛
し
、
長
寿
を
祝
う

日
」を
敬
老
の
日
と
定
め
て
い
ま
す
。

敬
老
の
日
に
は
、
長
い
間
社
会
の
た

め
に
尽
く
し
て
き
た
高
齢
者
を
敬
い
、

長
寿
を
祝
う
と
と
も
に
、
高
齢
者
の

福
祉
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
、
高
齢

者
の
生
活
の
向
上
を
図
ろ
う
と
い
う

気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
敬
老
の
日
は
、
元
々
は
九
月
十
五

日
で
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ッ
ピ
ー

マ
ン
デ
ー
制
度
の
適
用
に
よ
っ
て
平

成
十
五
年
か
ら
は
九
月
第
三
月
曜
日

と
な
り
ま
し
た
。

　
敬
老
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
、
リ

ン
ド
ウ
の
花
の
入
っ
た
花
束
や
胡
蝶

蘭
が
人
気
で
、
ま
た
最
近
は
、
枯
れ

な
い（
年
を
と
ら
な
い
）と
い
う
想

い
か
ら
か
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ

ー
を
贈
る
人
も
増
え
て
い
る
そ
う
で

す
。

平成22年基準　消費者物価指数　全国　平成26年4月分�（出典：総務省「消費者物価指数」）
年平均（前年比％） 月次（前年同月比％）

2011年 2012年 2013年 2014年1月 2月 3月 4月
総合 ▲0.3 0.0 0.4 1.4 1.5 1.6 3.4
生鮮食品を除く総合 ▲0.3 ▲0.1 0.4 1.3 1.3 1.3 3.2
食料及びエネルギーを除く総合＊ ▲1.0 ▲0.6 ▲0.2 0.7 0.8 0.7 2.3
【ポイント】2010年（平成22年）を100として
　⑴総合指数は103.1　前月比2.1％上昇、前年同月比3.4％上昇
　⑵生鮮食品を除く総合指数は103.0　前月比2.2％上昇、前年同月比3.2％上昇
　⑶＊食料（酒類除く）・エネルギーを除く総合指数は100.6　前月比2.0％上昇、前年同月比2.3％上昇

消費者物価指数とは

防災置時計
敬
老
の
日
と
は


